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菌根性きのこの安定生産技術の開発（第２報） 

－バイテク等を利用した優良系統の開発－ 

玉田　克志・相澤　孝夫＊・菅野　昭 

 

はじめに 

　樹木根と共生する菌根性きのこは，これまで実用的人工栽培による大量生産が行われておらず，栽培き

のこ類に比べて極めて高価なものが多い。このため，菌根性きのこ類を主体とする野生きのこ類の売上高

がその生産地におよぼす経済効果は大きい16）。近年，共生樹木を利用して，各種の菌根性きのこを林地や

植物鉢で栽培する方法が開発されるとともに，樹木のない純粋培養条件下でホンシメジやナガエノスギタ

ケなどの子実体発生技術が開発され７），ホンシメジについては施設栽培による生産が行われるようになる

など，栽培技術の開発に一定の成果が得られるようになった。しかし，菌根性きのこ類については，概し

て菌糸伸長が緩慢であり，また人為的な子実体形成が容易でないために，シイタケ，ナメコ等木質腐朽性

 きのこ類に比べて育種技術を利用した優良菌株の開発は進んでいないのが現状である。

　これらを受けて，本課題では，菌根性きのこのより実用的な人工栽培技術の開発を目的として，人工栽

 培に利用可能な優良菌株の選抜・作出手法について以下の試験を実施した。

 　第１章　ショウロ優良菌株の選抜・作出技術の検討

 　第２章　マツタケ胞子分離による優良菌株選抜技術の検討

　なお，本研究は国庫補助課題，先端技術等地域実用化研究促進事業（バイオテクノロジー実用化型研究）

の「菌根性きのこの安定生産技術の開発」（平成８～ 15 年度）における課題「バイテク等を利用した優良

系統の開発」（平成 10 ～ 15 年度）の一環として行ったものであり，本報の一部は東北森林科学会誌に掲

載された報文11）12）である。 

 

 

第１章　ショウロ優良菌株の選抜・作出技術の検討 

 

要旨 

　ショウロを対象として，胞子分離・菌叢選抜・プロトプラスト調製による優良菌株選抜・作出について

試験を実施した。その結果，これら手法を用いることで，菌糸体生長の良好な菌株が分離・単離されるこ

とがわかった。一方，これらにより得られた菌株の寄主植物に対する菌根形成能について試験したところ，

プロトプラスト再生菌株の中に，元菌に比べて著しく菌根形成能の低下を示す菌株の存在が観察され，そ

 の他の菌株についても，生長能と菌根形成能との間には必ずしも相関は認められなかった。

 

１　試験の目的 

　ショウロ（Rhizopogon rubescens Tul.）は，海岸砂地という特殊な環境でクロマツの根に菌根をつく

 り生活している典型的な菌根性のきのこである。海岸線への人工物設置と残された海岸林に対する手入

　＊現所属：林業振興課 
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れ不足のため，最近では，ほとんど見かけることができなくなった８）。一方，実験室レベルでは，菌根

形成苗を用いたショウロの人工栽培が可能になっており，人工気象室内における滅菌土壌を用いたポッ

ト内での子実体形成15），野外における海砂を用いたプランター内での子実体形成９）の報告がある。これ

らの人工栽培技術開発にあたっては，菌糸体の大量培養が可能で菌根形成能・子実体形成能が高い優良

 菌株の確保が不可欠である。

　本試験では人工栽培に供し得る優良菌糸体を野生菌株から選抜するとともに，菌糸のプロトプラスト

化・細胞選抜，並びに胞子分離によって，菌糸体生長及び菌根形成優良菌株の作出を目的として試験を

 実施した。

 

２　試験の方法 

  １　菌叢選択・分離による菌糸伸長優良菌株の選抜 

　宮城県鳴瀬町野蒜地内において採取したショウロ子実体から組織分離を実施して，ショウロ菌株数

種を得た。この内，本試験に用いた菌株については，同一接種源由来でありながら，他と比較して平

板培地上での菌糸伸長が良好な菌叢の出現が確認された。そこで，これら組織分離菌株（30-6）とそ

れから得た良伸長菌叢由来菌株（30-6-2）の菌糸伸長量の差違及び形質の持続性について観察した。

浜田氏（改変）寒天培地（グルコース２％，酵母エキス 0.2 ％，寒天末 1.5 ％，HCl で pH5.1 に調整）

上で 30 日間，23 ℃で暗黒下に培養した菌株のコロニー周縁部をφ５㎜のコルクボーラーで打ち抜き，

浜田氏（改変）寒天培地上に接種して，23 ℃の暗黒下で培養した。24 日間培養後，コロニーの直径

 を計測して１日あたりの菌糸伸長量を算出した。

 

　２　プロトプラスト調製及び再生菌株の菌糸特性 

　子実体組織分離菌株から得た伸長良好な菌糸体（30-6-2）を試料として，プロトプラスト調製及び

再生菌糸の分離を行った。プロトプラストの調製は松本ら６）の方法を改変して行った。細胞壁溶解酵

素（Cellulase“ONOZUKA”R-10  2%，Zymolyase-20T  0.2%，Chitinase  0.1%）を緩衝液（0.05M マ

レイン酸 pH5.5，0.5M マンニトール）に溶解して酵素液とし，浜田氏（改変）液体培地（グルコー

ス２％，酵母エキス 0.2 ％，HCl で pH5.1 に調整）にガラスビーズを入れ，30 日間攪拌しながら培養

した菌糸体を，ナイロンメッシュで濾過集菌し，この菌糸体の 10 倍量の酵素液を加え，30 ℃で 60rpm

の振とう処理を３時間行った。精製は酵素処理液をミラクロスで濾過後，1,500rpm，５分間の遠心分

離により緩衝液で洗浄し，沈澱部を緩衝液に再懸濁して精製プロトプラスト液とした。精製プロトプ

ラスト液は再生培地（YPS：酵母エキス 0.25%，ペプトン 0.25%，サッカロース 0.6M，寒天末 1.5%）

に塗布し，23  ℃で暗黒下に培養して再生菌糸を得た。

　再生菌糸については，Iwase et al.４），山田・寺崎14）の方法に基づき，蛍光染色法で核相の判別を行

った。核染色には，DAPI をリン酸緩衝液（pH7.0）に２ ppm 濃度で溶解したものを，細胞壁染色に

は，Fluorescent Brightener をリン酸緩衝液（pH7.0）に 100ppm 濃度で溶解したものを染色液として，

核と細胞壁の二重染色による観察を行った。 

  次いで，再生菌株を液体培地で培養することにより生長量を計測した。乳酸添加浜田氏（改変）液

体培地（グルコース 2%，酵母エキス 0.2%，乳酸 0.2%，NaOH で pH5.1 に調整）10）20 ‹を，100 ‹

容三角フラスコに分注・殺菌後，これに浜田氏（改変）寒天培地上で 30 日間培養した各々の供試菌
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を直径５㎜のコルクボーラーで打ち抜き，その寒天片を接種した。接種後は 23 ℃の暗黒下で 30 日間

静置培養を行い，培養終了後は菌糸体を吸引濾過し，105 ℃で乾燥して恒量を求めた。 

 

　３　胞子分離及び分離菌株の菌糸特性 

　宮城県鳴瀬町産ショウロ子実体２個体（Rr.31，Rr.33）の肉片（一片 0.5 ㎜）を滅菌水中に浸して，

胞子懸濁液を調製した。これを培地に 200 μ�塗布後，23 ℃，暗黒下で培養し，培地上に肉眼で確

認できる大きさに生長した菌叢の先端部を釣菌・移植して，胞子分離菌株を得た。また，この胞子分

離菌株を培地上で 30 日間，23 ℃で暗黒下に培養し，日あたりの菌糸伸長量を計測した。なお，培地

はいずれも，浜田氏（改変）寒天培地を用いた。 

　さらに，分離された菌株について，試験２と同様の方法により，蛍光染色法で核相の判別を行った。 

 

  ４ 選抜菌株の菌糸体生長及び菌根形成能 

　菌糸体生長が良好な菌株の内，子実体組織分離菌株５（30-4，30-6，30-21，30-23，30-30：当試

験場所有菌株），菌株 30-6 の良伸長菌叢選抜菌株１（30-6-2：試験１により得た菌株），胞子分離菌

株４（Rr.31-17，Rr.31-32，Rr.33-2，Rr.33-8：試験３により得た菌株），菌株 30-6-2 のプロトプラス

ト再生菌株２（No.3，No.6：試験２により得た菌株）の 12 菌株を無菌クロマツ苗と共生培養して，

寄主植物に対する菌根形成能力の強弱を確認した。植物組織培養用容器（アグリポット 6.5 ㎝× 6.5

㎝× 9.5 ㎝）に試薬の海砂（粒径 850 ～ 1,400 μｍ）70cc と水で５倍に希釈した酵母エキス増量の乳

酸添加浜田氏（改変）液体培地（グルコース 2%，酵母エキス 0.4%，乳酸 0.2%，NaOH で pH5.1 に

調整）を 25‹投入し殺菌後，浜田氏（改変）寒天培地上で 30 日間，培養した各菌株を直径５㎜のコ

ルクボーラーで打ち抜き，その寒天片を容器内に接種し，同時に発芽直後の無菌クロマツ苗を移植し

た。育成は温度 23 ℃，光度 2,000 ～ 3,000lux，16 時間／日照射の条件下で６ヶ月間行い，育成後は

容器から苗を取り出し洗浄後，クロマツ苗に形成された菌根数を観察した。菌根は，菌鞘が形成され Y

字型の形態をした根の部分とし，Y  字型ひとつで１菌根とした。

  次いで，これら供試菌株を液体培地で培養することにより生長量を計測した。酵母エキス増量の乳

酸添加浜田氏（改変）液体培地（グルコース 2%，酵母エキス 0.3%，乳酸 0.2%，NaOH で pH5.1 に

調整）20 ‹を，100 ‹容三角フラスコに分注・殺菌後，これに浜田氏（改変）寒天培地上で 15 日間

培養した各々の供試菌を直径５㎜のコルクボーラーで打ち抜き，その寒天片を接種した。接種後は 23

℃の暗黒下で 20 日間静置培養を行い，培養終了後は菌糸体を吸引濾過し，105 ℃で乾燥して恒量を

求めた。 

 

３　結果と考察 

  １　菌叢選択・分離による菌糸伸長優良菌株の選抜 

　ショウロ子実体組織分離菌株及びこれから得た良伸長菌叢由来菌株の寒天培地上における菌糸伸長

の結果を表－１に示した。両菌株とも同一子実体由来の菌糸でありながら，良伸長菌叢由来菌株は組

織分離菌株の約 1.4 倍の菌糸伸長速度を示し，菌糸伸長に関してその形質は拡大培養後も維持される

ことが判った。 

　ヒラタケでは，伸長速度が異なる菌糸により菌叢が構成されており，平板培地上で良形質及び不良
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形質を示す菌叢をそれぞれ継代培養を繰り返すことで，その形質が固定されることが報告されている

13）。今回の試験結果から，菌根菌であるショウロの子実体組織分離菌株においても，菌叢選択による

分離及びその継代培養によって，単菌糸分離と同様に不良形質菌糸の除外効果が作用し，良好な伸長

 を示す菌糸の選抜と形質の固定が可能であることが示唆された。

 

                    表－１　ショウロ菌株の寒天培地上での菌糸伸長    

                     菌  株  名      　　　　菌糸伸長 ±標準偏差 (mm/日)  

                 子実体組織分離菌株(30-6)        1.78  ± 0.09  

                 良伸長菌叢由来菌株(30-6-2)       2.49  ± 0.11                      

 
 
　２　プロトプラスト調製及び再生菌株の菌糸特性 

　前述の試験１により得た菌糸選抜株（30-6-2）を試料としたプロトプラストは，精製時２× 10 ５個

／‹密度で確認できたが，最終的に７コロニー（No.1 ～ No.7）のみが培地上で再生し，これらを分

離した。ショウロ菌糸についてはクランプコネクションが稀にしか観察されない３）ことから，これら

の一次もしくは二次菌糸の別を蛍光染色法により観察した。その結果，７菌株全てが二次菌糸である

ことが判明した。プロトプラスト再生７菌株（No.1 ～ No.7）の培養結果を，表－２に示した。いず

れの再生菌株も，元菌である良伸長菌叢由来菌株の生長量を上回った。特に菌株 No.6 は元菌の約 1.5

 倍の生長量を示した。

　菌株は遺伝的に不均一な菌糸集合体と考えられ２），Magae et al.はヒラタケで５），馬場崎らはナメコ

で１），元菌に比べて子実体収穫所要日数の短縮と収量の増大効果を示すプロトプラスト再生菌株の存

在を報告している。今回の試験においても，ショウロ子実体組織分離菌株から選抜した良伸長菌叢を，

さらにプロトプラスト化・細胞選抜することにより菌叢中の不良因子が排除され，さらに生長の良好

な菌糸が単離されたと考えられた。すなわち，菌根菌においても菌糸体生長量を基準とする優良株選

 抜及び形質固定には，プロトプラスト化・細胞選抜技術が有効であることが示唆された。

 

                    　表－２　プロトプラスト再生菌株の生長量  
                     　　 菌株名     菌体重量(mg)±標準偏差   

                      　   元菌     　  76.32 　 ± 15.28     
                           No.1       　91.06　  ± 31.68     
                           No.2    　  110.62　  ± 23.44     
                           No.3     　 111.20  　± 77.20     
                           No.4      　106.14  　± 35.28     
                           No.5     　 103.98　  ± 26.96     
                           No.6     　 112.60　  ± 20.40     
                           No.7      　 90.22　  ± 56.16    

 

　３　胞子分離及び分離菌株の菌糸特性 

  表－３のとおり，ショウロ子実体からの胞子分離の結果，形成されたコロニー数から算出した胞子

発芽率は 0.04 ～ 0.05 ％程度となり，合計 67 菌株を分離した。培地上での菌叢の形成は 30 日目から
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始まり，その後 10 日間程度で分離を終了した。胞子分離菌株の寒天培地上での菌糸伸長速度は，い

ずれの子実体由来のものも 1.8 ～ 2.2 ㎜／日の菌株が多かった（図－１）。しかし，伸長が良好なもの

と不良なものとの間では大きな差異がみられ，伸長速度差は最大で２倍を超えた。このことから，胞

子分離による菌株の獲得及び育種材料への供試にあたっては，菌糸伸長に基づく優良菌株の選抜が重

 要であると考えられた。

　これらを検鏡により一核菌糸もしくは複核菌糸の判別を行ったところ，全てにおいて菌糸内に２つ

もしくはそれ以上の核を持つ細胞が観察され，これらは複核菌糸であることがわかった。１平板培地

あたりの分離数は４～ 23 菌株であり，一次菌糸を分離可能な数と考えられることから，得られた菌

株全てが複核菌糸であったことの原因については，今後検討を要する。 

 

             　表－３　ショウロ胞子分離の結果                                   

       　 子実体     　分離       胞子発   　 分離までの日数　 　 菌糸伸長(mm/日) 

           番号      菌株数     芽率(%)      最短 　  最長　   　最大  　 最小

        　 Rr.31        36        0.047         30       36       2.46      1.59 

        　 Rr.33      　31        0.041         30       41       2.43      1.04     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ４ 選抜菌株の菌糸体生長及び菌根形成能 

　菌株ごと菌糸体生長量及びクロマツ苗の根に形成された菌根数を，図－２・３に示した。生長量・

菌根数ともに供試菌株間で差異がみられた。子実体組織分離菌株についてみると，菌株 30-4 は生長量

・菌根数ともに他に比べ良好であり，有用な菌株であることがわかった。他の４菌株は菌根数に大き

な差違はないものの，生長が最も不良な菌株 30-23 が菌根をやや多く形成する傾向を示した。また，

胞子分離菌株についてみると，菌株 Rr.31-17 以外の３菌株は，菌根数に大きな差違はなかったが，Rr.31

-17 は他より菌根の形成数が少ない傾向を示した。一方，菌株 Rr.31-17 は他に比べ菌糸体生長が良好

であり，同一子実体由来である菌株 Rr.31-32 とも，これらにおいて差違を示した。 

　これらのことから，ショウロにおいては，菌糸体生長が良好な菌株が必ずしも菌根形成能力が高い

とは限らないことが示唆され，子実体組織分離及び胞子分離により得た菌株を選抜し，寄主植物を利
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用した子実体発生試験に供する場合，もしくは育種材料とする場合には，さらに菌根形成能の強弱を

 確認し選抜を行う必要性が示唆された。

　さらに，同一の子実体由来である子実体組織分離菌株 30-6，良伸長菌叢由来菌株 30-6-2 及びプロ

トプラスト再生菌株 No.3・No.6 についてみると，No.6 以外の３菌株は，菌根形成数に有意な差はみ

られなかったものの，No.6 は 30-6 に対して菌根形成数が有意に少なかった（ｔ検定，P ＜ 0.01）。す

なわち，子実体組織分離菌株のプロトプラスト化・細胞選抜によって，生長良好な菌糸体の単離が期

待されるものの，それらの中には，元菌同様に菌根形成能が維持される菌株がある一方で，菌根形成

能の低い菌株も存在することがわかった。 

　ナメコなどでは，種菌構成菌糸の遺伝的不均一性とその特性の伝搬性による変異の発生が報告され

ている２）。今回の試験結果では，ショウロの菌糸体における菌根形成に関する遺伝的不均一性がみら

れ，菌根形成能に差違のある菌糸体が菌株中に混在すると考えられた。すなわち，単離された菌糸体

の中には，生長が良好でありながら菌根形成能が元菌に比べ劣っているものもあり，胞子分離菌株等

と同様に，ショウロのプロトプラスト調製による細胞選抜にあたっては，菌根形成能維持の確認が重

 要であることが示唆された。
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４　まとめ 

　これまで，ナメコ・ヒラタケ等栽培きのこ類の発生不良株の判別及び発生不良防止・解消のために，

それら種菌の処理に用いられてきた菌叢の選択・分離並びにプロトプラスト化・細胞選抜技術を，さら

には，子実体からの菌糸の獲得及び交配育種への供試菌獲得のために行われてきた胞子分離技術を，菌

根菌であるショウロの優良系統選抜に応用した。その結果，野生由来の子実体組織分離菌株から，より

菌糸伸長の速く，かつ元菌同様に寄主植物に対する菌根形成能を有する菌糸体を単離可能であることが

 わかった。また，胞子分離菌株からは，選抜材料となる菌株の供給が可能であることがわかった。

　これらの手法は，単胞子分離による一次菌糸の獲得及び確認が容易でなく，かつプロトプラスト再生

率の低いショウロやその他多くの菌根菌において，交配育種もしくは細胞融合技術を適応せず，より簡

 易に優良菌株を得ることができる有効な技術として，菌株選抜育種への応用が期待できる。

　なお，分離・単離された菌糸体については，生長能と菌根形成能との間には必ずしも相関は認められ

ないと考えられ，細胞選抜による優良菌株作出にあたっては，選抜菌糸体の菌根形成能の維持確認が重

 要であることが示された。

　今後は，これらによる菌株選抜を踏まえて，さらに子実体形成能による選抜を実施し，人工栽培実用

 化可能な菌株を決定していく必要がある。
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第２章　マツタケ胞子分離による優良菌株選抜技術の検討 

 

要旨 

　マツタケを対象として胞子分離を実施し，これにより得られた菌糸体の培養特性・遺伝様式等について

試験を実施した。人工培地上でのマツタケ胞子分離菌株の菌叢形成は極めて緩慢に行われ，分離した菌株

の菌糸伸長速度は，菌株間で大きな差異が観察された。これらは全て複核菌糸体であり，希釈平板法によ

るマツタケ一核菌糸体の獲得は困難と考えられた。菌糸体が複核となった由来を確認するためアイソザイ

 ム分析を行ったものの，遺伝様式及び核特性を判別するに至らなかった。

 

１　試験の目的 

　マツタケ（Tricholoma matsutake Ito et Imai）は，アカマツ，ハイマツ，アカエゾマツ，コメツガなど

の針葉樹の根に菌根を形成し，子実体を形成する外生菌根菌である11）。現在，国内のマツタケ主産地は

広島県など中国地域であるが，里山林の激減・放置及び松くい虫被害の影響等により，近い将来，岩手

県など東北地域にその主産地が移る可能性が大きいと考えられる18）。 

　これまで実施されてきたマツタケの人工栽培に向けた試験の結果，最近になり，実験条件下での共生

培養によるアカマツ苗へのマツタケ菌根形成17），マツタケ培養菌糸を林地に接種してのアカマツ根への

菌根形成２），不織布を担体に用いたマツタケ培養菌糸によるアカマツ取り木苗への菌根形成12）など，培

養菌糸体を用いたマツタケ菌感染苗の作出が可能になった。今後，マツタケ人工栽培の実用化のために

は，これら栽培手法に供し得る，より菌糸体生長が良好で，菌根形成能力及び子実体形成能力が高い菌

株の作出・選抜が不可欠である。また，マツタケ菌糸は，それ自体がマツタケ子実体様の香りを出し，

加工方法によっては食用になることが知られていることから，子実体を得なくても菌糸体のみで充分目

的を達しうる場合もあり８），さらに，マツタケ菌糸体の持つ機能（活性）を付与した健康食品開発に向

けた試みも行われている10）。これらに供するマツタケ菌糸体は，利用対象とする成分等が充分量菌糸内

に含有する菌株である必要がある。以上のように，それぞれの目的に適応したマツタケ優良菌株作出・

 選抜が急務であり，そのための育種技術を確立する必要がある。

　ところが，マツタケについては，単胞子分離による培養菌糸の獲得が困難なこと，交配を確認するた

めには，核染色による観察が必要なこと５）などの理由から，優良菌株の育種は極めて困難であり，単胞

 子分離菌株を育種材料とした，人為での交配育種による菌株作出の報告はない。

　本試験では，マツタケ優良菌株の作出を目的とし，希釈平板法による胞子分離を実施するとともに，

 それにより得られた培養菌糸体について菌糸特性を検討した。

 

２　試験の方法 

　１　胞子分離及び分離菌株の菌糸伸長速度 

  岩手県岩手町地内において採取したマツタケ子実体６個体（Tm.1 ～ Tm.6）の菌傘を滅菌濾紙に伏

せ，室温で 24 時間放置し胞子を採取後，0.5cm ×２ cm の大きさに切断した濾紙を 10 ‹の滅菌水中

に投入し，胞子懸濁液を調製した。胞子懸濁液は平板培地上に 200 μ�塗布後，23 ℃の暗黒下で培
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養し，培地上に肉眼で確認できる大きさに生長した菌叢の先端部を釣菌・移植して，胞子分離菌株を

得た。また，この胞子分離菌株については，培地上で 70 日間，23 ℃の暗黒下で培養し，１日あたり

の菌糸伸長量を計測した。なお，培地はいずれも，浜田氏（改変）寒天培地（グルコース 2%，酵母

エキス 0.2%，寒天末 1.5%，HCl で pH5.1 に調整）を用いた。 

 

　２　胞子分離菌株の核相 

　胞子分離菌株について，Iwase et al.７），山田・寺崎16）の方法に基づき，蛍光染色法で核相の判別を

行った。核染色には，DAPI をリン酸緩衝液（pH7.0）に２ ppm 濃度で溶解したものを，細胞壁染色

には，Fluorescent Brightener をリン酸緩衝液（pH7.0）に 100ppm 濃度で溶解したものを染色液として，

核と細胞壁の二重染色による観察を行った。 

 

   ３　胞子分離菌株のアイソザイム分析

　子実体組織分離及び胞子分離を同時に実施した子実体２本（Tm.5・Tm.6）について，組織分離菌

株並びに胞子分離菌株 11 系統を，浜田氏（改変）液体培地で 23 ℃，30 日間培養した菌糸体に，0.1M

リン酸緩衝液（pH7.0）と２-メルカプトエタノールを加え，14,000rpm で 30 分間遠心し，上澄を粗

酵素液とした。これをポリアクリルアミドゲルで電気泳動し，染色液数種類により活性染色を試みた。 

 

３　結果と考察 

　１　胞子分離及び分離菌株の菌糸伸長速度 

　胞子分離菌株は，６子実体から得た胞子による胞子懸濁液を培地へ塗布後，40 ～ 214 日間に合計 88

菌株の菌叢の形成を確認し菌糸の分離を行った（表－１）。平板培地１枚あたりの分離数は１～ 12 菌

株で，平均 3.8 菌株，子実体ごとの胞子発芽率は平均で 0.003 ～ 0.028%（Tm.5・Tm.6 は未確認）で

あった。マツタケの胞子分離については，富永15）は，胞子を培地にまきつけて肉眼的に菌叢を確認で

きる必要日数を 30 日以上としており，藤岡・植原１），藤原３）は，150 日程で胞子の発芽による菌叢の

形成を肉眼で確認している。今回の試験結果では，胞子分離による菌叢形成までの期間が，３分の１

の菌株で 150 日間を超えており，それよりもさらに２ヶ月経過後の 210 日を超えてから菌叢の形成が

確認できるなど（図－１），これら報告よりもさらに長期にわたることが示された。一方，マツタケ

胞子の発芽に関しては，富永17）は 24 ℃で５日後に発芽を認め，15 ～ 20 日後に盛んに発芽するのを

確認している。また，Ohta14）は，発芽は接種２日目から始まり，10 ～ 15 日後に最大値に達したとし

ている。今回の胞子分離において，胞子発芽から菌叢形成に至るまでに数か月の期間を必要としたの

か，もしくは，胞子は数か月間発芽することなく培地上にとどまっていたのか等不明な点もあり，胞

 子発芽についてはさらに観察を続ける必要がある。

　これら胞子分離菌株について，寒天培地上での菌糸伸長速度を計測したところ，0.22 ～ 0.76 ㎜／

日となり（表－１），日あたりの菌糸伸長量が 0.4 ～ 0.5 ㎜の菌株が多いことがわかった（図－２）。

一方，同一子実体由来の胞子分離菌株の中には，伸長が不良な菌株と良好な菌株との間で３倍を超え

る伸長速度の差違がみられ（Tm.6），分離した菌株により菌糸伸長速度が大きく異なることがわかっ

た。このことから，胞子分離による菌株の獲得及び育種材料としての供試にあたっては，菌糸伸長に

 基づく優良菌株の選抜が重要であると考えられた。
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             　表－１　マツタケ胞子分離の結果                                   
       　  子実体    　分離       胞子発    分離までの日数(日)　  菌糸伸長(mm/日) 
            番号     菌株数     芽率(%)     最短  　 最長　 　最大  　 最小
            Tm.１        7        0.019　 　　 104       180       0.46     0.28 

            Tm.２       33        0.028         69       186       0.64     0.26 

            Tm.３        8        0.003         99       214       0.61     0.30 

            Tm.４        8        0.027         69       180       0.62     0.36 

        　 　 Tm.５       12   　          40       194       0.76     0.26 

              Tm.６       20             99       211       0.70     0.22
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　２　胞子分離菌株の核相 

　担子菌の菌糸体が複核であることを証明する形態的特徴のひとつに，クランプコネクションの有無

がある９）が，マツタケ菌糸はクランプコネクションを持たない４）ことから，蛍光染色法による核相の

顕微鏡観察を行った。その結果，今回得た胞子分離菌株全てにおいて２つ，一部にそれ以上の核を有

する細胞が確認され（図－３），全てが複核菌糸体であることが判った。 

　藤原３）は，発芽したマツタケ菌糸はある程度伸長すると生長を停止するとしている。また，藤岡・

植原１）は，発芽した菌糸はある長さ以上には伸長せずに停止してしまうものの，胞子間に空隙が認め

られない高密度条件下では，菌叢にまで発育するとしており，小川13）は，胞子を水でうすめてまくと

発芽率が悪いが，団子状にして植え付けると，かなり良く発芽するとしている。これらの観察は，マ

ツタケの一核菌糸は生長しにくく，交配して二核菌糸になれば，菌叢まで生長することを示唆してい

る。同様に，太田（私信）も，低濃度の酪酸を加えて発芽率を高めた培地上で得られる菌叢は，全て

二核菌糸であり，一核菌糸は菌叢まで生長しないとしている。これらのことから，胞子分離菌株が複

核菌糸体であった原因の１つとして，一核菌糸同士が分離前に交配している可能性が考えられた。一

方，富永17）は，マツタケの担子胞子には単核性のほか４娘核形成二核性の胞子が形成され，二核性胞

子は発芽してそのまま複核菌糸体に発育するとしており，Iwase et al.６）は，減数分裂の後，四分子核

は胞子細胞内へ移行し体細胞分裂を行い，２核のうち１核は担子器に戻るが，形成された胞子のうち

0.4 ％は二核胞子であることを観察している。以上から，今回得られた複核菌糸体がこれら二核胞子

 由来である可能性も考えられた。

 

   ３　胞子分離菌株のアイソザイム分析

　育種材料としての胞子分離菌株を得るためには，複核菌糸体が既交配菌株か二核胞子に由来する菌

株か判別する必要がある。そこで今回，アイソザイム分析により，胞子分離菌株の遺伝特性解析を行

った。子実体 Tm.5，Tm.6 の組織分離菌株及びこれら由来の単胞子分離菌株 11 系統について，アイ

ソザイム分析を行った結果，いずれの菌株ついても，エステラーゼ及びリンゴ酸脱水素酵素でアイソ

ザイムパターンが２本のバンドとして認められた（図－４）。しかし，これらの泳動パターンは組織

分離菌株と胞子分離菌株で一致した。すなわち，今回実施したアイソザイム分析では，アイソザイム

の遺伝様式は確認できず，胞子分離により得られた菌株が，既交配の複核菌糸体もしくは二核胞子由

来の複核菌糸体あるいは単核菌糸体のいずれであるか決定するには至らなかった。 

　以上から，これら菌株の核特性・遺伝特性を明らかにするためには，DNA 解析等別手法の適応が

必要と考えられた。 
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　　　　　　　　　　図－３　胞子分離菌株の顕微鏡像（二核菌糸・バーは 10 μｍ） 
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                  　図－４　分離菌株のエステラーゼアイソザイムパターン 

                            １：Tm.5 組織分離菌株，２～ 12：Tm.5  胞子分離菌株

                            13：Tm.6 組織分離菌株，14 ～ 22：Tm.6  胞子分離菌株

 

４　まとめ 

　マツタケ優良菌糸体の作出を目的として，希釈平板法による胞子分離を実施し，６子実体から合計 88

菌株を得た。胞子懸濁液を培地上に塗布後，菌叢の形成を肉眼で確認・分離に至るまでには，最短期間

の菌株で 40 日，最長期間の菌株で 214 日を要し，多くが 100 ～ 200 日程度経過後に菌叢の形成を確認

した。このことから，人工培地上でのマツタケ胞子分離菌株の菌叢形成は，極めて緩慢に行われること

がわかった。培地上での胞子発芽からの菌糸生長過程については，再度詳細に経時的な観察が必要であ

る。一方，これら菌株の菌糸伸長速度については，菌株により大きな差異がみられ，同一子実体由来胞

子分離菌株群の中には，最大３倍を超える伸長速度差が観察された。このことから，胞子分離による菌

株の獲得・育種材料への供試にあたっては，菌糸伸長に基づく優良菌株の選抜が重要であると考えられ

 た。

　これら菌株の核相判別を，蛍光染色法による顕微鏡観察で行った結果，全て複核菌糸体であることを

確認し，希釈平板法では単核菌糸体同士の交配育種に供し得るマツタケ一核菌糸体の獲得は困難と考え
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られた。さらに，遺伝特性把握のため，一部についてアイソザイム分析を行ったものの，これら菌株が

既交配の複核菌糸体あるいは二核胞子由来の複核菌糸体であるか，判別するに至らなかった。 

　今後，DNA 解析等の技術を用いて，マツタケ胞子分離菌株の核特性・遺伝特性を明らかにすること

で，胞子発芽と菌糸体生長の生態解明及びマツタケ交配育種等人為による菌株作出技術開発の一助にな

ることが期待できる。 
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ヒノキ漏脂病の被害回避法について 

                                             　中澤　健一・片倉　修＊１・唐澤　悟＊２ ・須藤　昭弘 

 

１　はじめに 

    ヒノキ漏脂病（以下「漏脂病」という）は，ヒノキの天然分布域を越えた本県各地に多発している。

　罹病すると樹幹から樹脂を流出し，次いで形成層が壊死し，最後には樹幹の陥没に至り，材価を著しく

　損ねる。一方で，ヒノキは，木材市場において価格が有利なこと，松林の樹種転換に選択されることか

　ら主要な造林樹種となってきている。そのため，当試験場ではこれまで漏脂病被害を回避するための様

　々な検討を行ってきた。本研究では，同様の目的で，「病原菌と発病との関係調査」「被害と立地条件と

　の関係解析」「被害とヒノキの系統との関係解析」「施業による被害回避法の検討」について調査した。 

　　なお，これは，林野庁の林業普及情報活動システム化・特定情報調査の課題「環境調和型森林病害制

　御技術の開発に関する調査（平成 10 ～ 12 年度）」「間伐等の施業による森林病被害軽減・回避効果の評

　価に関する調査（平成 13 ～ 15 年度）」として行ったものである。 

 

２　調査の方法 

 　１　病原菌と発病との関係調査

      漏脂病の病徴の経年変化を明らかにするため，漏脂病を引き起こす病原菌であるシステラ菌（独立

　　行政法人森林総合研究所東北支所から分譲された）をヒノキの樹幹に接種し，病徴を継続して観察し

　　た。接種は，大郷町石原 59 林班ハ３-１小班内（ヒノキ，1996 年当時林齢 24 年，県有林）のヒノキ 16

　　本に，６菌株のシステラ菌と１菌株のクリプトスポリオプシス菌，菌を培養していない培地１個を１

　　組とし，１本につき，樹幹の根元から高さ 120cm 以下の範囲と 135cm 以上の範囲に１組ずつ行った。

　　接種は 1996 年 11 月または 1997 年５月に行った。16 本のうち 14 本は，ポンチで形成層に達する孔

　　を抜き，菌を培養した米ぬか・ふすま培地あるいは培地のみを詰め，樹皮でふたをし，その上を滅菌

　　した脱脂綿とパラフィルムで覆い，ビニールテープを巻いて固定した。残り２本（接種木 NO.55，56）

 　　は外樹皮を薄く剥いで外樹皮面に接種した。

 　２　被害と立地条件との関係解析

　　　造林予定地の漏脂病の被害予測ができれば，当該箇所へのヒノキ造林を避けることで漏脂病の被害

　　回避ができるものと思われる。そこで，被害林分の被害率（本数率）を大・中・小の３区分に分け，

　　環境要因（最深積雪，最低気温，標高，傾斜度，方位，土壌区分，A 層厚，土壌湿度）による被害率

　　の判別を試みた。方法は数量化Ⅱ類によった。被害率と環境要因のデータは，松野ら４）により実施さ

　　れた 57  箇所の被害調査結果を用いた。

 　３　被害とヒノキの系統との関係解析

　　　漏脂病抵抗性系統を見出すため，1996 ～ 2001 年に８箇所のヒノキ精英樹次代検定林において被害

　　調査を行った。被害程度を，樹幹に樹脂が見られるもの（G1），樹脂流出長が 30cm 以下のもの（G2），

　　樹脂流出長が 30cm を超えるもの及び樹幹に変形が見られるもの（G3）に区分し，G2 と G3  を被害

　　木とし，その本数率を被害率とした。2002 年に１箇所（東宮 29 号）について再調査した。

　＊１現所属：財団法人神奈川県公園協会　　＊２現所属：気仙沼地方振興事務所 

宮城県林業試験場成果報告第 15 号（2005.3）



- 16 -

宮城県林業試験場成果報告第 15 号（2005.3）

 　４　施業による被害回避法の検討　

      漏脂病の発生誘因として枯れ枝の巻き込みが推測され，枯れ枝の基部に多く認められるシステラ菌

　　が巻き込まれて発病すると考えられることが報告されている１）。このことから，生枝打ちによる被害

　　回避を検討するため生枝打ち試験地を設定した。また 23 箇所のヒノキ林を調査して，枝打ちの実施

　　林齢と被害率との関係について検討し，被害木の除間伐に関する考察を行った。　　　　　　　　　

 　　１）生枝打ちによる被害回避の検討

        表-１のとおり，2001 年 12 月に枝打ちを実施して試験地を３箇所設定し，その後，毎年発病の

　　　有無を調査した。各試験地とも，生枝を幹から平滑に枝打ちした「生枝打ち区」，生枝基部を５ cm

　　　残して枝打ちした「枯れ枝形成区」，何も手を加えない対照区で構成した。 

　 　 　　

　 　 　　

　 　 　　

　 　 　　

 　　２）枝打ち実施林齢と被害率との関係についての検討

        Ⅲ～Ⅶ齢級のヒノキ林 23 箇所（付表-１）で，１箇所につき 50 ～ 300 本程度の被害調査と胸高

　　　直径の計測を行った。被害調査は，根元からおおよそ高さ４ｍまでの範囲で行い，被害程度の基準

　　　は前述の３と同様とし，被害木の本数率を被害率とした。また，森林所有者から枝打ち実施林齢の

 　　　聞き取りを行った。

 　　３）被害木の除間伐に関する考察

 　　　　前述の２）の調査林分において立木位置を調査し，被害率と被害木の集中性との関係を求めた。

 

３　結果および考察 

 　１　病原菌と発病との関係調査

      表-２に樹脂流出長の最大値と樹幹の変形箇所を示す。なお，樹脂嚢の確認のための伐倒などが行

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

表-２　接種試験木の病徴の進行状況

1996.11 1996.11 1997.5 1997.5 1997.5 1996.11 1997.5 1997.5 1997.5 1997.5

120以下 135以上 120以下 135以上 120以下 135以上 120以下 135以上 120以下 135以上

B 1,730 0 650 1,890 1,175 870 1,030 1,860 1,040 2,380
BL 330 ＋ 120 0 1,300 930 175 1,440 490 970
R 30 ＋ 430 0 170 510 0 0 0 360
Y ＋ 0 0 760  ● 1,010 1,360 190 0 0 150
G 0 ＋ 900 2190 ● 950 1,980 560 20 530 1,010

WG 0 0 0 180  ● 190 120 0 ＋ 0 160
WY 0 0 0 0 50 50 0 370 20 30
W 0 0 0 55 0 0 140 0 150 0

55 56

1997.5 1997.5 1997.5 1997.5 1997.5 1997.5 1997.5 1997.5

120以下 135以上 120以下 135以上 120以下 135以上 120以下 120以下

1,320 1,150 0 100 840 1,950 0 0
50 ＋ 860 2,310 0 1,490 0 0
0 0 0 0 1,040 30 0 0

680● 0 870 100 0 1,940 0 0
0  ● ＋ 800 1,500 0 1,160 0 0
0 0 0 ＋ 0 0 0 0
0 0 0 30 0 0 0 0
0 0 0 1,500 0 0 0 0

50 51

<備考>
・B，BL，R，Y，G，WGは
システラ菌株，WYはクリ
プト菌株，Wは培地のみ
を示す。
・接種木NO55と56は外
樹皮をうすく剥いで接種
した。
・樹幹に樹脂が見られる
ものは「＋」とした。

52 53 54

菌株別の樹
脂流出長

（mm）

4744接種木NO.

接種年月
接種高（cm）

41

表-１　生枝打ち試験地の概要

所在地 枝打ち実施年月 試験木本数 実施時林齢
実施時平均胸高

直径（cm）
実施時平均樹高

（m）

大郷町川内14林班ホ-１小班 2001.12 各区10本 10年 8.8 5.5

利府町菅谷５林班ホ-21小班 2001.12 各区35本 11年 6.5 4.9

大和町小野17林班ロ-９小班 2001.12 各区10本 11年 9.3 6.3
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　　われたので，現存する 10 本のデータである。樹脂流出長は 1998 年の調査までに確認したもので，そ

　　れ以降は流出が停止しているが，NO.47 の 1997 年５月接種の Y 部からは 2002 年の調査で再流出し，

　　翌年再び停止を確認した。樹幹の変形は，2002 年１月の調査により表中●印の５箇所で扁平を確認

 　　した。陥没に至るまでの経年変化を明らかにするためには今後も継続して観察する必要がある。

 

 　２　被害と立地条件との関係解析

　　  表-３に，被害率を３区分し，それらを環境要因により判別した結果を示す。また，被害林分の被

　　 　 　

　　 　 　

　　 　 　

　　 　 　

　　 　 　

　　 　 　

　　 　 　

　　 　 　

　　 　 　

　　 　 　

　　 　 　

　　 　 　

　　 　 　

　　 　 　

　　 　 　

　　 　 　

　　 　 　

　　 　 　

　　 　 　

　　 　 　

　　 　 　

　　 　 　

　　 　 　

　　 　 　

　　 　 　

　　 　 　

　　 　 　

　　 　 　

　　 　 　

　　 　 　

　　 　 　

表－３　　環境要因による被害率の判別結果

被害林分 被害の区分
スコアⅠの合計

（ｆ）
判別基準

判別
結果

正答
率

スコアⅡの合計
（ｇ）

判別基準
判別
結果

正答
率

松山町 0.450009 小 0.346226 大
利府町 0.696208 小 -0.976889 小
雄勝町 0.092073 小 -0.603546 小
角田市 -0.248159 中 -0.607345 小
大衡村 0.437448 小 -0.808650 小
泉区 0.746400 小 -0.995724 小
泉区 -0.246844 中 -2.218885 小

高清水町 -0.753782 中 -1.572935 小
鳴瀬町 0.972253 大 -0.561904 小
岩沼市 -0.744948 中 -0.937960 小
米山町 -1.461620 中 -1.646157 小
雄勝町 0.584201 小 -2.497944 小
角田市 -0.905664 中 -0.282955 大
亘理町 -0.825914 中 -1.117810 小
亘理町 0.366625 小 -1.448685 小
色麻町 -0.906578 中 -1.313001 小

志津川町 0.539533 小 0.190487 大
岩沼市 -0.905664 中 -0.282955 大
山元町 -1.035833 中 0.157688 大
本吉町 0.133805 小 0.670336 中
田尻町 -0.679628 中 1.444895 中
唐桑町 0.450009 小 0.346226 大
桃生町 0.199786 小 -0.653495 大
矢本町 -0.205426 小 0.042922 大
東和町 -0.887340 中 1.232077 中
亘理町 0.299705 小 0.162354 大
白石市 0.791274 小 -0.242158 大
唐桑町 0.088379 小 1.624242 中
角田市 -0.630980 中 -0.226993 大
金成町 -0.800496 中 0.486959 中
東和町 -0.978825 中 2.287244 中
鳴子町 -0.141233 小 0.837865 中
利府町 -0.544084 中 0.566823 中
桃生町 -1.469310 中 0.533753 中
登米町 -0.630799 中 1.115500 中
岩沼市 -1.131187 中 0.465686 中

中新田町 -0.427138 中 -0.179502 大
田尻町 0.184128 小 -0.106471 大
築館町 0.046578 小 0.764531 中
鳴瀬町 -0.744948 中 -0.937960 小
鳴子町 0.981542 大 0.364451 中

志津川町 0.446224 小 0.715511 中
矢本町 0.293465 小 0.774032 中
米山町 0.556460 小 -0.181117 大
丸森町 -1.244975 中 0.000018 大
矢本町 0.359328 小 -0.078305 大
村田町 -0.248159 中 -0.607345 小
涌谷町 -0.104582 中 0.429741 中
仙台市 -1.156857 中 1.228333 中
仙台市 -1.418604 中 0.669071 中
金成町 -0.209128 中 2.259859 中
鳴瀬町 1.197776 大 -1.310545 小
登米町 1.789219 大 0.241978 大
鳴子町 2.102369 大 1.554264 中

志津川町 1.511185 大 -0.098395 大
本吉町 1.172284 大 0.456652 中
花山村 4.200442 大 0.525908 中

100%
大

（被害率：30
～46%）

小
（被害率：  0

～9%）

中
（被害率：10

～29%）

-0.208111≦ｆ
＜0.939039

⇒小

f＜-0.208111
⇒中

0.939039≦ｆ
⇒大

33%

g＜-0.367418
⇒小

0.356076≦g
⇒中

-0.367418≦g
＜0.356076

⇒大

判別結果調査結果

78%

58%

44%

55%
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　　害率と環境要因から数量化Ⅱ類により求めたスコアを付表-２に示す。表-３の正答率とは正しい判別

　　ができた率である。すなわち，被害林分ごとに付表-１から該当する環境要因の区分のスコアを合計

　　し，その値を表中の判別基準に当てはめて大・中・小の３区分に判別し，それが実際の調査結果の区

　　分と一致したものを正答とした率である。スコアⅠでは 44 ～ 100 ％，スコアⅡでは 33 ～ 78 ％とい

　　う正答率が得られた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　造林予定地の漏脂病の被害率を予測するには，表-３の２通りのスコアの合計値を縦軸，横軸にと

　　って散布図をつくり，大中小それぞれのエリアを描き，予測したい造林予定地の値を付表-２で計算

　　して，それがどのエリアに落ちるかあるいは近いかということと，その値を表-３の判別基準に当て

　　はめて得られた判別結果とを考えあわせて予測する。ただし，付表-２のとおり相関比がそれほど高

　　くなく，常に正しい予測が期待できるわけではないので，より正確な予測を得るためにはより相関比

　　を高めた上でスコアを求め直す必要がある。そのためには解析データとして用いた被害調査結果を精

　　査する必要があると思われる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　なお，上記数量化Ⅱ類による解析過程については唐澤の報告３）が詳しい。　 

 　３　被害とヒノキの系統との関係解析

　    表-４に，８つの検定林の系統別被害率を示す。被害率が極端に低い王滝 101・王滝 102・上松１・

　　野尻８・野尻６・坂下３・坂下４・上松２の８系統（すべて実生家系）が抵抗性候補系統として見出

　　された。ただし，この８つの系統がある検定林（東宮 29 号，東宮 30 号）はいずれも検定林自体の被

　　害率が低く，調査時（1996 年）の林齢が 20 年だったことから，被害発生進行中の林分だったことも

　　考えられるので，林齢 26 年時（2002 年）に東宮 29 号の一部のブロックで被害調査を行った。王滝 101

　　は林齢 20 年では０％だった

　　ものが林齢 26 年では 9.5 ％

　　となった。同様に王滝 102

　　が０％から 4.9 ％に，野尻

　　８が０％から 11.8 ％に，野

　　尻６が０％から 18.4 ％に，

　　坂下３が 14.7 ％から 35.5 ％

　　に，坂下４が 5.1 ％から 32.4

　　％に，上松２が 5.8 ％から

　　20.7 ％に増加し，上松１が不変（5.1%）だった。このことから８系統に絶対的な抵抗性を認めるこ

　　とはできないと思われるが，今後も継続して調査し，同じ検定林内の他の系統と比較することにより

 　　抵抗性の強さを判断する必要があるものと思われる。

 　４　施業による被害回避法の検討

　   １）生枝打ちによる被害回避の検討

        試験地設定から２年を経過したが，どの試験地のどの試験区でもまだ発病がない。現在のところ

 　　　生枝打ちの効果を判断することはできなかった。

     ２）枝打ち実施林齢と被害率との関係についての検討

　　　　調査地ごとの結果を付表-１に示す。 

        図-１に林齢に対する被害率の変化を示す。林齢ごとにみて最も高い被害率の変化を点線のよう 

表-４　系統別ヒノキ漏脂病被害率 単位：％

系統名 被害率 系統名 被害率 系統名 被害率 系統名 被害率 系統名 被害率

0.0
上松１０
×宮城１

4.1 沼田３ 15.2 大田原２ 21.2 河内３ 33.9

0.0 上松１０ 8.8
上松１０
×久慈１

15.4
上松１０
×坂下６

21.7 久慈７ 39.1

0.0 郡山１ 9.5 上松９ 15.8 久慈１ 22.0
上松１０
×妻籠３

45.2

0.0 多野２ 10.0 野尻５ 16.4 久慈５ 22.1

0.4 大間々２ 11.2 野尻３ 16.6 坂下６ 24.2

0.6 上松４ 11.2 宮城２ 16.6
宮城２×
宮城１

26.1

0.9
宮城２×
久慈１

13.1 宮城１ 17.7 野尻７ 26.3

1.0 妻籠３ 13.7 坂下２ 19.1
上松１０
×沼田３

33.8

※○印が８系統

○王滝１０１

○王滝１０２

○上松１

○野尻８

○野尻６

○坂下３

○坂下４

○上松２
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      に示すと，林齢 20 年まで急に上昇し，20 年以降はゆるやかとなって，最大値は 54.5 ％に達した。

　　　林齢 20 年未満では林齢の増加に伴って被害率が増加する傾向があった。　　　　　　　　　　　

　　　　図-２に平均胸高直径と被害率との関係を示す。林齢 20 年未満の林分で正の相関があり（ｒ＝　

　　　0.8327，ｐ＜ 0.05），20 年以上の林分では相関がなかった。このことから，林齢 20 年未満では直径

　　　の成長とともに被害率が増加していくことが推測された。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　枝打ち実施林齢と被害率との関係を解析する際に，解析するデータに被害進行中の林分の被害率

　　　が混在することは避けたいが，このように林齢 20 年未満で直径成長に伴う被害率の増加が推測さ

　　　れたので，林齢 20  年以上の林分により解析することとする。

    　  図-３に，林齢 20 年以上の林分における枝打ち実施林齢と被害率との関係を示す。在原の報告１）

　　　　　と同様に両者に正の相関があった（ｒ＝　　

　　　0.7175，p ＜ 0.05）。回帰式により枝打ち実施

　　　林齢から被害率を予測することは，予測値の

　　　当てはまり具合が 51 ％（ｒ２＝ 0.5148）であ

　　　ることから控えるべきであるが，早期に枝打

　　　ちを行うことにより被害率を低く抑えられる

　　　関係は示された。ところで枝打ちには生枝打

　　　ちと枯れ枝打ちがあるが，調査を行った地域

　　　では，林齢が 10 年を過ぎると枝打ちをする

　　　範囲の枝はほとんどの場合枯れ枝となっていることが多いことから，この場合枝打ちとは生枝打ち

　　　のみではなく枯れ枝打ちも含めてよいと思われる。なお，図中白丸は解析から除いた林分で，林分

　　　の平均胸高直径を林齢で割って求めた平均直径成長量が他の林分に比べて著しく小さかった林分で

　　　ある。同林齢において平均胸高直径が大き

　　　いほど被害率が高くなること５）が報告され

　　　ており，ある程度の林齢範囲において平均

　　　直径成長量が著しく小さい林分はその影響

　　　で被害率が低くなることが推測されたので

　　　除いたものである。　　　　　　　　　　

　　　　枯れ枝の巻き込みが直径成長に伴って進

　　　行することから，枝打ちが被害率を低く抑

　　　える効果に与える直径成長の影響を検討するため，図-４に，枝打ち実施林齢と被害率とに相関が

図-３　枝打ち実施林齢と被害率
（※林齢が20年以上の林分。なお，白丸は平均直径成長
量が小さく，解析から除いた林分）

y = 8.2312x - 73.025

R2 = 0.5148
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図-２　平均胸高直径と被害率
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図-４　同林齢で枝打ちを行った林分の平均直径成長量と被害率
（※枝打ち実施林齢は12年。４林分の林齢は22～34年。）
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図-１　林齢と被害率

（※白丸は枝打ち未実施の林分。黒丸は実施済み。）
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　　　認められた林齢 20 年以上の林分のうち同林齢（12 年）で枝打ちを行った４林分における平均直径

　　　成長量と被害率との関係を示した。平均直径成長量は平均胸高直径を林齢で割って求めた。両者に

　　　は正の相関があり（ｒ＝ 0.9819，ｐ＜ 0.05），同じ林齢で枝打ちを行っても，平均直径成長量が大

　　　きい林分ほど被害率が高くなることが示唆され，直径成長が旺盛な林分ほど早期に枝打ちを行う必

 　　　要があるものと思われた。

    ３）被害木の除間伐に関する考察

　　　　図-５により，調査林分ごとに

　　　健全木と被害木の平均胸高直径

　　　を比較したところ，２林分を除

　　　く 21 の林分において被害木の平

　　　均胸高直径の方が大きかった。

　　　このことから，同じ林分では被

　　　害木が健全木に比べて大径側に

　　　偏ることが示唆された。また，

　　　被害木が大径側に偏ることと関

　　　連して，林内に局部的に被害木

　　　が集中し，被害の進行に伴いその状態が明瞭になることを想定し，図-６により被害率と被害木の

　　　集中性との関係を検討した。準備として，全調査林分について立木位置図を作成し，縦・横同じ本

　　　数となる区画に区切り，その中の被害木の本数を数え，その平均値と分散を算出し，分散/平均値

　　　を算出した。ランダムな分布はポアソン分布と適合し，ポアソン分布は分散/平均値が１となる特

　　　性があることから，算出した値が１であるかどうかを統計的に検定することによりその分布状況が

　　　ランダム分布かどうかを知ることができるが，区画の数×分散/平均値を算出し，それをχ２ 検定

　　　することによってその判定ができる２）。有意確率が５％以下であれば，ランダム分布であるという

　　　帰無仮説が棄却され，集中分布と判定される。区画の大きさを３×３本，５×５本，７×７本とか

　　　えて有意確率を算出したところ，図-６のとおり，被害率の増加に伴って有意確率が一定の傾向で

　　　変化することはなかったが，７×７本の区画で被害率が 38.2 ％以上のときにすべて５％以下にお

　　　さまった。このことから，被害率がおおよそ 40 ％以上の林分では，７×７本の大きさの特定のい

　　　くつかの区画で被害木が集中しやすいこ

　　　とが示唆された。除間伐の際はどうして

　　　も被害木を対象にしがちだが，40%以上

　　　の高被害率の林分でそのように行うと，

　　　７×７本の大きさで林冠が局部的に疎開

 　　　されるおそれがあるものと思われた。

 　　４）まとめ

     　 早期に枯れ枝打ちも含めた枝打ちを行 

      うことにより被害率を低く抑られること，

      また直径成長の旺盛な林分ほど早期に行

　　　う必要のあること，被害率がおおよそ 40 ％以上の被害林分において被害木をすべて伐倒すると林

図-５　調査林分の健全木・被害木別平均胸高直径
（※グラフ中の区間推定表示は平均胸高直径の68%区間推定）
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 　　　冠を局部的に大きく疎開してしまうおそれがあることが示唆された。

 

４　おわりに 

    大きく４つの項目について調査検討を行った。「病原菌と発病との関係調査」と「被害とヒノキの系

　統との関係解析」，「施業による被害回避法の検討」のうちの生枝打ち試験については今後も継続して調

　査する必要がある。「被害と立地条件との関係解析」では，８つの環境要因により被害率を判別し，被

　害率を予測できることがわかったが，より正しく予測するためには，解析に用いたデータを精査し，ス

　コアを修正する必要がある。「施業による被害回避法の検討」のうちの「枝打ち実施林齢と被害率との

　関係についての検討」と「被害木の除間伐に関する考察」についての結論は，限られた地域の調査に基

 　づくものであることを明記したい。
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付表－２  　数量化Ⅱ類により求めたスコア

最深積雪 20～40 -0.490795 0.0475507

(cm) 50～90 0.7804378 -0.359478

100～ 2.4781426 1.1792287

最低気温 -10～-12 0.1214319 -0.75306

(℃) -13～-14 0.3228236 0.6245188

-15～-16 -0.631902 0.5417965

標高  30～ 70 0.3526509 -0.30116

(m)  80～170 -0.147556 0.3915182

180～400 -0.506983 -0.177707

傾斜度 ～ 9 -1.124531 -0.727619

(  °) 10～29 0.0666986 0.0366658

30～45 0.5446354 0.3932026

方位 Ｎ -0.565526 0.023828

ＮＥ -0.814205 0.6771599

Ｅ -0.884849 -1.57596

ＳＥ 0.5863313 0.0037385

Ｓ 0.6567336 -0.421789

ＳＷ -0.240519 -0.697016

Ｗ 1.0377074 -0.311083

ＮＷ -0.631389 0.8761655

土壌区分 褐色森林土 -0.233057 0.241977

赤褐系褐色森林土 0.2381753 -2.080236

黄褐系褐色森林土 0.3303368 -0.238273

黒色土 4.3895705 1.4530821

れき質未熟土 -2.562827 0.3690634

Ａ層厚 ～ 9 -0.354241 -0.186362

（ｃｍ） 10～29 0.1435418 -0.150733

30～50 -0.081981 0.5979081

土壌湿度 適 0.199597 -0.120703

湿 -0.618503 1.2312594

潤 -0.074031 -0.935367

乾 -0.365158 0.0005246

（相関比） （0.4752099） （0.4339624）

  スコアⅠ スコアⅡ環境要因 区分

付表-１　ヒノキ漏脂病の被害調査結果

調査地
林齢
（年）

平均樹
高（ｍ）

平均胸高
直径（ｃｍ）

被害率
（％）

枝打ち実施
林齢（年）

調査本数
（本）

大郷１ 18 9.0 13.0 19.1 枝打ちなし 68

大郷２ 22 11.0 17.2 45.2 12 146

大郷３ 24 13.0 17.2 43.1 13 232

大郷４ 25 9.0 12.8 5.1 13 198

大郷５ 26 12.0 16.4 1.5 11 130

大郷６ 27 13.0 16.2 8.5 12 153

大郷７ 29 13.0 18.9 47.3 13 169

大郷８ 29 14.0 19.9 54.5 14 134

大郷９ 31 10.0 14.9 5.5 17 164

大郷10 34 13.0 21.7 16.5 12 103

大衡１ 12 5.0 12.2 7.1 枝打ちなし 112

大衡２ 15 8.0 12.9 24.5 13 98

大衡３ 17 9.0 13.6 33.2 枝打ちなし 334

大衡４ 22 12.0 14.5 26.7 12 116

大衡５ 26 13.0 13.2 16.4 15 110

松島１ 14 8.0 10.1 3.5 枝打ちなし 114

松島２ 14 9.0 13.5 21.4 12 112

松島３ 15 7.0 11.7 7.3 11 124

松島４ 15 8.0 11.9 12.4 11 177

松島５ 15 9.0 13.2 15.0 7 180

松島６ 15 9.0 12.6 23.7 11 241

松島７ 15 9.0 13.8 28.3 11 152

松島８ 25 14.0 14.9 54.3 17 162

※調査地内の標準的な木を計測して平均樹高とした。

宮城県林業試験場成果報告第 15 号（2005.3）
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マツ材線虫病による年越枯れ木の探索に関する研究 

須藤 昭弘・田代 丈士※ 

 

１ はじめに 

東北地方におけるマツ材線虫病の枯損パターンを特徴付けるものとして年越枯れがあり，枯死木に占

める年越枯れ木の割合は 40～50％にも及ぶ１）３）８）とされている。また，年越枯れ木にはマツノマダラ

カミキリ(以下，「マダラカミキリ」という。)の寄生も認められる２）６）ことから，これが新たな感染源と

なり得るため年越枯れ木の存在が徹底駆除を困難にしている要因のひとつと考えられる。さらに，枯死

木の伐倒駆除を目的とした被害調査は通常 10 月と１月に行われ駆除は２月から５月にかけて実施され

る。年越枯れ木が外見上枯損木と認識される時期は１月から７月までに及び１）３）４），防除事業の現場に

おいては駆除の実施時期から次回の調査時期までの間に発見されるため，伐倒駆除の効果が疑問視され

る要因にもなっている。このため年越枯れ木の早期発見と早期駆除が求められており，後々年越枯れと

なる感染木を被害調査時に特定する手法を確立することを目的として被害林分での調査を行なった。 

なお，本研究は林野庁の林業普及情報活動システム化・特定情報調査として平成 10～12 年度に実施し

た「環境調和型森林病害制御技術の開発に関する調査」の一部及び平成 13 年度～15 年度に実施した「間

伐等の施業による森林病被害軽減・回避効果の評価に関する調査」の内容をとりまとめたものである。 

２ 枯損木の分布と潜在感染木の枯損経過 

１ 調査の方法 

1999 年３月に鳴瀬町の海岸林(クロマツ 65 年生)に，幅 30ｍ×長さ 40ｍの方形の固定調査区を設置

した(図－１)。調査区内の全てのマツ 188 本に番号札を貼り付けマツの位置図を作成の上，同年８月

から２ヶ月に１回程度マツの外観を観察した。マツ個体の分布をみるため，調査区を図上で５×５ｍ，

10×10m，20×20ｍの３種類の大きさで区画し，各区画におけるマツ個体数についてχ２検定を行な

った。区画する際に調査区の前後各５ｍ幅についてはニセアカシアがマツの成立本数に影響を与えて

いると認められたため除外した。 

潜在感染木の枯損経過を把握するため，1999 年 11 月と 2000 年２月に外観健全木について小田の

方法による樹脂滲出調査を行った。樹脂滲出異常木について胸高部から材片を採取してベールマン法

によりマツノザイセンチュウ(以下，「材線虫」という。) の有無を確認し，枯損経過を観察した。 

 

                                                      
※ 産業経済部森林整備課 
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２ 調査の結果 

χ２検定の結果は表－１のとおりである。

調査開始時の全個体はどの大きさの区画にお

いても特定の区画に集中しているとはいえな

い。調査期間中の枯損木数のχ２値は調査開

始時の全個体数のχ２値 よりも大きくなっ

ており，枯損木は当初の全個体よりも集中す

る傾向にあると考えられる。調査終了時の生存木は 10×10ｍの区画において特定の区画に集中してい

る(危険率１%で有意)。 

次に 1999 年 11 月に発生した樹脂滲出異常木の観察経過を表－２に示す。材線虫が検出され，潜在

感染木として確認された５本(№16,53,155,165,73)のうち３本は年越枯れとなったが，１本(№53)は緑

葉を保持したまま樹脂滲出も正常に回復した。残り１本(№73)は一部枝枯れ状態を保持していた。 

潜在感染木は 1999 年の年内枯れ木に隣接して発現し，さらに 2000 年８月にはその潜在感染木に隣

接して新たな枯損木が発現した。 

これらのことから今回の調査期間においては，枯損の拡散が年内枯れ木→年越枯れ木→年内枯れ木

と進行していく過程で生存木が 100 ㎡の大きさで集中的に残っていく状況が示された。 

 

表－１ マツ個体数のχ２値   

メッシュの大きさ 5×5 10×10 20×20 

危険率(α)のときの 

χ２値 

P(0.05) 

=44.65 

P(0.05)=14.07 P(0.05) 

=3.84 P(0.01)=18.48 

調査開始時の全立木数 20.69 3.81 0.52 

調査期間中の枯損木数 34.37 11.83 3.38 

調査終了時の生存木数 41.34 19.27 1.37 

        

        

        

        

       
 

        

 

図－１ 固定調査区のマツ分布 
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2000 年２月の調査で新たに発生した樹脂

異常木からは材線虫は検出されず枯死木も

発生しなかった。 

３ 考察 

調査結果を総合すると，潜在感染木を中心

に感染が拡散している状況が疑われるが，秋

に年内枯れ木の周辺木に対して樹脂滲出調

査を行ない，樹脂滲出異常木について材線虫

の有無を確認することにより潜在感染木を

特定できる可能性が示唆された。 

しかし，調査区内に被害木が予想外に多く

発生し潜在感染木の周囲に多数の年内枯れ

木が隣接する結果となった。このため，駆除

事業の被害調査時に樹脂滲出調査を基にして潜在感染木を特定する手順を想定すると，樹脂滲出調査

の実施範囲を限定するため微害林分における年越枯れ木の発現状況を調査する必要が生じた。 

また，樹脂滲出異常木のうち秋・冬には材線虫が検出されないが翌春になって枯損しその時になっ

て初めて検出された個体(№32)がある。これは材片 10ｇ当たりの材線虫検出頭数は年内枯れ木では数

百～千頭前後であったのに対し，潜在感染木では０～数頭であり材線虫の密度が低く検出率が低いこ

とによるものと考えられた。このため，潜在感染木の特定手法としての材片採取部位・時期等を検討

する必要が生じた。 

３ 微害林分における年越枯れ木の発現 

１ 調査の方法 

年内枯れ木※１に近接して年越枯れ木※２が発現し被害が拡散する傾向が，年被害率が数%程度の微害

林分で見られるかどうか確認するため，2001 年２月までに枯損木が伐倒駆除されたアカマツ林分４箇

所に 2001 年 10 月に調査地を設けた(表－３)。2001 年 10 月から 2003 年 12 月までの間に２ヶ月に１

回程度調査地内を踏査し枯損木の発現位置を記録した。年越枯れ木の発現が確認された都度，年越枯

れ木から最寄りの年内枯れ木または前感染年度の年越枯れ木までの距離を測定した。調査地番号３，

４は新たな枯損が発生しなかったため 2002 年６月で調査を打ち切った。  

 

 

                                                      
※１ 枯死木のうち感染・発病年内に葉の大部分が褐変するもの。 
※２ 枯死木のうち感染・発病年内は葉の大部分が緑葉を保持していて年を越してから褐変するもの。 

表－２  樹脂滲出異常木の観察経過    
調査月 

 

番号 
1999.11 2000.2 2000.6 2000.8 

№ 16 ○,－,(+) ○,＋,(0) △,＋,( 0) ×， ，(4) 

32 ○,０,(0) ○,０,(0) × , ,( 4)  

53 ○,－,(+) ○,＋,     ○,０,( 1) ○,＋,(0) 

155 ○,０,(+) × ,  ,  

165 ○,０,(+) ▲,  ,× (2000.3)  

117 ○,－,(0) ○,－,  ○,＋, ○,＋, 

145 ○,０,(0) ○,０,(0) × ,  ,( 0)  

157 ○,０,(0) × ,  ,  

73 ▲,－,(+) △,－, △,－,(10) △,－,(5) 

※記号の左は外観(○：健全,△：一部異常,▲：針葉一部褐変,×：

枯損)，中央は樹脂の状態(０：停止,－：若干点出,＋：若干粒出) 

右は材線虫の有無(検出頭数/材片乾重 10ｇ)，ただし(＋)表示は検

出を確認したのみで頭数をカウントせず) 

 

表－３ 調査地の概要 

番 号              調  査  地 面積(ha) 調査円数 調査本数 調査地における.防除方法 

1 仙台市宮城野区(県民の森) 4 4 65 定期伐倒駆除  

2 松島町松島(双観山周辺) 3 1 22 定期･随時伐倒駆除+地上散布 

3 大衡村大衡(昭和万葉の森) 4 3 67 定期･随時伐倒駆除+地上散布 

4 大衡村大衡(林業試験場) 2 2 34 定期･随時伐倒駆除 

計  10 188     
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２ 調査の結果 

調査地１，２における枯損木の発現位置図を図-２-１，図-２-２に示す。調査地１では年越枯れ木→

年内枯れ木→年越枯れ木と枯損が拡散する形が認められ経年により累積する枯損木群は集中的であっ

た。調査地２では枯損木は林縁部に孤立的に発現する傾向がみられた。各感染年度における年越枯れ

木に係る最寄りの年内枯れ木または前感染年度の年越枯れ木までの距離別累積本数割合を図-３-１，図

-３-２に示す。年越枯れ木のうち前感染年度の年越枯れ木または当年枯損木から 10ｍ以内に発生した

割合をみると，調査地１では 2001感染年度が 67％，2002年感染年度は 74％であった。調査地２では

2001感染年度が 57％, 2002 感染年度は 17％であった。2001感染年度は調査地間で大きな違いはなか

ったが，2002感染年度は調査地２で年越枯れ木の 67％が 16ｍを超えた離れた場所に発現した。 

 

４ 潜在感染木の特定手法の検討 

１ 2001年度における検討(年内枯れ木を中心とした半径 10ｍの調査円による検討) 

１) 調査の方法 

４箇所の調査地において，2001 年 11 月に年内枯れ木を中心とする半径 10ｍの円（以下，「調査

円」という。）を設定した。調査円内の外観健全木について，2001 年 11 月と 2002 年２月に小田の

方法による樹脂滲出調査を行い，樹脂異常木の高さ１ｍ，３ｍ，７ｍ（または５ｍ）の樹幹部から材

片を採取し，乾燥を防ぐためチャック付きビニール袋に封入し 25℃の恒温器内で１ヶ月間加温した

後，ベールマン法により線虫分離し材線虫の有無を確認した。また，高さ７ｍ（または５ｍ）までの

範囲でマダラカミキリの材入孔の有無を確認した。 

２) 調査の結果 

調査結果は表－４のとおりである。

2001年11月の調査では全ての調査地・

調査円に樹脂異常木が発生しその本数

は14本であった。そのうち材線虫検出

木は２本（調査地１，該当調査円は２

つ）であった。材線虫検出木のうち１本は2002年２月に穿孔虫類の食害により枯損が確認されたもの

表－４ 調査円内樹脂滲出等調査結果(2001年度)       単位：本 

調査時期 調査本数 
樹 脂 

異常木 

材線虫 

検出木 

マダラカミ

キリ寄生木 
枯死木 

2001.11 188 14 2 0 1 

2002. 2 188 16 0 0 0 

図-3-1　枯死木までの距離別累積本数割合(2001年度)
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図-3-2  枯死木までの距離別累積本数割合(2002年度)
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の２月いっぱいは緑葉を保持し，３月になって針葉が褐変した。残りの１本は外観が健全な状態を維

持し続けた。 

材線虫が検出された２個体は全ての採取部位から検出された。年越枯れ木では材片の採取部位によ

って検出率に差があるという報告６）７）があるが，今回の調査では材片採取部位は胸高部だけでも足

りる結果となった。樹脂滲出異常木の高さ７ｍまでの範囲でマダラカミキリの寄生が認められた個体

はなかった。また，2001年11月に樹脂異常であっても2002年２月には正常に回復した個体もみられ

た。2002年２月の調査では樹脂滲出異常木が16本発生したが材線虫検出木も枯死木も発生しなかっ

た。 

２ 2002 年度における検討(年内枯れ木及び前年度の年越枯れ木を中心とした半径 16ｍの調査円による

検討) 

１) 調査の方法 

調査地１において，2002 年 10 月に年内枯れ木を中心とする半径 16ｍの調査円を２つ，前感染年

度の年越枯れ木を中心とする半径 16ｍの調査円を２つ設定した。調査円内の外観健全木について，

小田の方法による樹脂滲出調査を行い，樹脂滲出異常木について胸高部から材片を採取し 2001 年

度と同様の方法で材線虫の有無を確認した。 

２) 調査の結果 

調査結果は表－５のと

おりである。３つの調査円

で樹脂滲出異常木が発生

したがそのうち材線虫が

検出された個体はなく枯

損木も発生しなかった。 

樹脂滲出調査の過程で，樹脂滲出異常木の他に，緑葉を保持していながら木部表面と内樹皮が褐

色に変化しているマツが年内枯れ木を中心とする２つの調査円内に２本ずつ計４本見つかった。こ

れらは形成層など生きている組織の乾燥や壊死が進み，それに引き続いて葉の萎れや変色などの病

徴が進展する５）途上の事実上枯死したマツと考えられる。この４本から最寄りの年内枯れ木までの

距離は 1.0，4.6，4.7，7.5ｍであった。これらの個体全てから材線虫が検出され，いずれも３月中旬

に針葉が褐変し年越枯れとなった。  

３  考察 

調査円内の外観健全木について小田の方法による樹脂滲出調査を行った結果多数の樹脂滲出異常木

が発見されたが，それらを経過観察したところ，①数日後に観察すると調査孔から樹脂が滲み出して

いるもの，②数ヵ月後に再調査すると樹脂滲出が正常であるもの，③樹脂滲出が異常でも材線虫が検

出できないもの，④材線虫が検出されても枯死に至らないものなど多様なパターンがあり，この方法

により後々年越枯れ木となる潜在感染木を特定することは今回の調査からは難しいと考えられた。 

しかし，調査の過程で得られた知見として，外観が健全な状態であっても木部表面と内樹皮の褐変

を確認することにより枯死判定が可能と考えられた。また，この変色の程度について，胸高部から地

際付近にかけて数箇所開孔して観察した結果，地際に近いほど褐変色が濃い状況が認められたことか

表－５ 調査円内樹脂滲出等調査結果                 単位：本 

調査円 

番  号 

中心木の 

枯損区分 

調査 

本数 

樹脂滲出異常木 

(内樹皮褐変木) 

左のうち 

材線虫検出木 

左のうち外観

枯損木(３月) 

１ 年内枯れ 24 0(2) －(2) 0(2) 

２ 年内枯れ 88 2(2) 0(2) 0(2) 

３ 年越枯れ 57 1(0) 0(－) 0(－) 

４ 年越枯れ 37 2(0) 0(－) 0(－) 
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ら地際付近に開孔した方が判定の精度が高いと考えられる。また，これまでの調査では地際付近にお

ける１回の開孔により木部の褐変を確認できている。 

５ 年越枯れ木の探索手法 

３，４の調査結果を総合し，半径 10ｍの調査円内における年越枯れ木の発現率として表－６に整理し

た。また，冬調査を想定した補足調査として 2004 年２月に林業試験場内の試験林で実施した調査の結果

を追記した。 

調査地１では 2001,2002 の２感染年度において，前感染年度の年越枯れ木及び年内枯れ木を対象とす

る調査円内に年越枯れ木の 71％が発現した(発現率①)。年内枯れ木だけを対象とした場合の発現率②は

発現率①よりも低く，また，年によって大きく異なり，年内枯れ木率が低い年は発現率②も低かった。調

査地２は調査地１に比べて発現率が低かった。２つの調査地は，林分の大きさや実施されている防除方

法の種類及び除間伐等の実施の有無から生じるマダラカミキリの林内密度の差などにより，感染源の影

響を林内，林外のどちらからより大きく受けるかという点において相違していると考えられ，調査地１

は林内から，調査地２は林外からの影響が大きいと推測された。 

 

前感染年度の年越枯れ木と年内枯れ木の周辺に年越枯れ木が発現する現象は，性成熟後のマダラカミ

キリ成虫が罹病木とその周囲の健全木に集中する結果，罹病木周囲の健全木が新たに罹病するという仮

説９）によって説明できると考えた。 

年越枯れ木の多くは発病した年の 10 月の時点で木部表面と内樹皮が褐変していると仮定し，発現率①

を年越枯れ木の把握率とみなせば，主な感染源が林内にあると考えられる林分においては，秋・冬の被

害調査時に，前感染年度の年越枯れ木及び年内枯れ木を中心とする半径 10ｍの調査円内にある外観健全

木について木部と内樹皮の褐変を確認することにより年越枯れ木の多くを把握できるものと考えられる。

ただし，５月に針葉が褐変するタイプの年越枯れ木については上記の方法で把握できていないので枯損

経過を調査する必要がある。また，感染源の影響を林内，林外のどちらからより強く受けるかにより探

索の精度が異なると考えられるので，林分間の感染移動を評価する手法について研究する必要がある。 

表－６ 調査円内における年越枯れ木の発現率※    単位：本 

調査地 

感染年度

(調査年

度) 

前感染

年度の

年越枯

れ木(A) 

年

内

枯

れ

木 

(Ｂ) 

年

越

枯

れ

木 

(Ｃ) 

Ｃのうち A・B

に係る調査円

内に発現した

年越枯れ木

(Ｄ) 

発現率 

① 

(D/C) 

A・B 調査円 1

個当たりの年越

枯れ木の発現

数 

(D/(A+Ｂ)) 

Ｃのうち B

に係る調査

円内に発現

した年越枯

れ木(E) 

発現率

② 

(E/C) 

B 調査円 1

個当たりの

年越枯れ木

の発現数 

(E/Ｂ) 

年越枯れ率

(C/(B+C)) 

年内枯れ木

率 B/(A+B) 

  H13 19 7 24 16 67% 0.62  2 8% 0.29  77% 27% 

調査地１ H14 24 30 34 25 74% 0.46  19 56% 0.63  53% 56% 

 計 43 37 58 41 71% 0.51  21 36% 0.57  61% 46% 

 H13 0 12 7 4 57% 0.33  3 43% 0.25  37% 100% 

調査地２ H14 0 19 6 2 33% 0.11  2 33% 0.11  24% 100% 

 計 0 31 13 6 46% 0.19  5 38% 0.16  30% 100% 

林試 

試験林 
H15 0 4 2 2 100% 0.50  2 100% 0.50  33% 100% 

※ 発現率：全年越枯れ木のうち調査円に発現した年越枯れ木の割合    
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